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 2000（平成 12）年現在の国・地方を合わせた長期債務残高（借金）の合計は、645 兆円に達して

いる。これは、国民一人当たりに換算すると 511 万円余に達する額である。  

  [2] 三重県における財政状況と市町村の課題  

ア 市町村の財政状況  

 三重県内の市町村の財政も、きわめて厳しい状況にある。県内市町村の地方債残高は、

1998（平成 10）年度で 6,434 億円に達し、1989（平成元）年度の 1.8 倍に膨らんでいる。  

イ 財政悪化の影響  

 三重県内で財政力指数 0.75 以上の市町村は１０しかない。税収の不足分は主に交付

税で措置されるが、今後財政面から交付税制度そのものが見直しを余儀なくされることも

考えられる。  

 交付税制度の維持が、財政面において厳しくなりつつある一方で、地方債の償還、現

有施設の維持管理、在宅介護をはじめ少子高齢社会に向けて新たに発生すると見込ま

れる行政需要への対応等を考慮すれば、地方自治体としては従来型の行政システムか

らの転換を早急に図る必要がある。  

ウ 市町村の課題  

 三重県における各市町村が抱える財政課題は、市町村の規模や地域性によって異な

っているが、少なくとも次のような取組が必要である。  

 第１に、行政の効率化を図る必要がある。スケールメリットによるコスト削減効果が期待

できる事務・事業を積極的に推進する観点から、市町村合併や広域連合の機能強化な

ど、市町村の行政体制の見直しを含めた検討が必要である。  

 第２に、公共施設の機能的な配置を図る必要がある。隣接する市町村が協力して必要

な施設・サービスを機能分担する視点や合併により市町村の区域を実態としての生活圏

に合わせる対応についての検討が必要である。  

 第３に、行政の応答性と透明性を確保する必要がある。限られた予算を有効に配分す

るために、住民の参加と理解を促す取り組みを積極的に展開する姿勢が必要である。  

 住民に対する行政の応答性を高め、予算編成から執行に至る過程において透明性を

高める取り組みを進めていくことは、行政への信頼性を高め、まちづくりに対する住民の

関心を高めることにつながる。  

 

（３）地方分権改革の実施  

  [1] 地方分権改革論議の経緯  

 わが国では、戦後改革直後の1940年代末からすでに地方分権改革を求める様々な主

張・提言が示されてきたが、地方分権改革はもっぱら権限移譲の問題として捉えられ、地

方分権を推進するには自治体の規模・能力を高める必要があるという「受け皿論」とセット

で議論される傾向が強かった。  

  [2] 今回の地方分権改革に向けた動きとその特徴  

ア 地方分権改革の路線転換  

 地方分権改革論議は、1990 年代に入ると大きく路線変更することとなった。その節目と

なったのが、1993（平成５）年６月の衆参両院による「地方分権の推進に関する決議」であ 
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る。この決議は、国と地方の役割を見直し、地方分権を積極的に進めるための法制定を

求めるものであった。  

イ 今回の地方分権改革の方向  

 今回の地方分権改革は、機関委任事務制度の廃止や国地方係争処理委員会の設置

など、従来の国と地方の関係を抜本的に見直すための枠組みを提供したということがで

きる。しかしながら、税財源問題については今後の課題として残されている。  

 分権型社会においては、地方間格差是正措置は必要最小限にとどめつつ、自治体間

の格差を個性と捉え、自治体の創意工夫や住民と行政との協働作業により、個性を伸ば

すような政策を展開していくことが求められる。ひいてはそれが分権改革の成果につなが

っていくと考えられる。市町村合併は、こうした行政の転換にとってふさわしい区域・規模

のあり方を模索する観点から検討されるべきである。  

  [3] 三重県における現状と市町村の課題  

 市町村が政策能力を有し、必要な権能を確保するためには、望ましい区域・規模のあり

方を含めて検討する必要がある。  

 一般に、市町村が自律性を発揮する上で求められる権能・体制としては、次の点があ

げられる。  

 第１に、専門性の強化である。時代のニーズに対応した専門部門を設置するには、一

定の規模が求められ、人口規模が増加するほど充実するといえる。  

 第２に、財政力の強化である。限られた予算を有効に活用し、多様な行政ニーズに対

応するためには、個々の事務にかかるコストはできるだけ低く抑えておくことが望ましい。

事務の性質にもよるが、スケールメリットを図ることによりコストの削減が期待できる事務に

ついては、積極的に推進することが求められる。  

 第３に、権限の拡充である。市町村が現在対応している事務について、権限移譲を行う

ことにより総合的・一体的な対応が期待できる事務については、できる限り権限を市町村

に移譲することが望まれる。  

 住民ニーズを拠り所とし、戦略的な行財政運営（マネジメント）を実践する意味からも、

市町村は個性的な政策を展開できるだけの専門性、それを裏付ける財政力、総合的・一

体的な対応を可能とする権限をもつことが望ましいといえる。  

 

（４）日常社会生活圏の広域化  

  [1] わが国における日常社会生活圏の広域化  

 戦後の産業・経済活動の飛躍的な成長により、わが国では急激な勢いで都市化が進ん

だ。それに加え、急速な情報化の進展により、人々の日常社会生活圏は多面的な広がり

をみせるようになった。一方で、わが国における市町村の規模は、昭和の大合併の時期

に大規模な合併がおこなわれたものの、その後は全体でみればほとんど変わらないまま

今日に至っている。市町村の行政区域は、一部の都市を除けばもはや人々の日常社会

生活圏域の区域とは合致しなくなったとみることができる。  

  [2] 三重県における広域化の動向と市町村の課題  

 三重県においても、高度経済成長の波に乗り 1960 年代以降都市化が進んだ。  
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 三重県では分散型の都市構造のもとで、圏域が一定のまとまりをもった日常社会生活

圏を形成していることが特徴である。  

 また、三重県では、情報化を通じて生活を豊かにし、産業を元気にする「情報先進県づ

くり」に取り組んでおり、高度情報通信手段による行政サービスの向上や情報化に対応で

きる人材の育成、情報の共有による住民参画の拡大などの実現をめざしている。市町村

行政においても、高度通信技術を積極的に取り入れたまちづくりや施策の展開が期待さ

れ、そのための専門的な組織を整備し、人材を確保することが重要となってくる。  

 市町村が、高度情報化の進展に的確に対応し、三重県の特徴である分散型の都市構

造を踏まえた施設整備や行政サービスを展開するためには、広域行政や市町村合併な

どについて、その規模や範囲を含め十分検討する必要がある。 
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○ 公的団体の統合や新設が進み、多様な

事業の展開が可能になる。  

・社会福祉協議会の統合やシルバー人

材センターの活用により、高齢者福祉

サービスが充実強化された。 

・観光協会、商工会等の規模拡大によ

り、大規模で広域的なイベントの実施が

可能になった。  

 

○ 行政サービスの水準が全体的に向上す

る。  

・合併市町村の中で、福祉サービス等の

水準はもっとも高い水準に、公共料金

等はもっとも低い水準に設定された。 

・緊急通報システムや各種貸付事業な

ど、一部で実施されていたサービスが

合併市町村全体で実施された。  

○ 広域的な視点に立って、道路や公共事

業の整備、土地利用計画・規制をおこなう

ことができる。  

・合併以前には幹線道路以外の道路が

市町村をまたがる場合、幅員が違った

り行き止まりになる例がみられたものが

解消された。 

・市街化区域の拡大などの際に、土地利

用の調整が容易になった。 

・広域的な視点に立った土地利用計画

を策定できるようになり、都市施設の機

能的・計画的な整備が可能になった。 

○ 環境問題、水資源確保、観光振興な

ど、広域的な調整事項の調整を円滑に進

めることができる。  

・工場からの排煙規制、排出規制を広域

的に実施することができた。 

・水資源の豊富な市町村との合併によ

り、飲料水や農業用水等の水不足が解

消された。 

・ごみ処理施設の建設等に係る調整が

容易になった。 

・ダイオキシン対策を十分に施した大規

模な焼却施設を建設することができた。

・市中心部と山麓部の温泉・観光地を一

体的にＰＲし、観光客や宿泊客の確保

につなげることができた。  

○ ＮＰＯ活動やボランティア活動をはじめ

とした住民の多様な活動に対し、広域的

な調整や総合的な支援が可能になる。  

  

３．広域的観点

に立ったま

ちづくりと施

策展開  

○ 重点的な公共投資が可能となり、地域

の中核となる質の高い施設整備や大規模

・グレードの高い文化センターなどの施

設を建設できた。 
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 な投資を必要とするプロジェクトの実施が

可能となる。  

・鉄道の立体交差事業や市街地再開発

事業が進んだ。  

○ 広域的視点から公共施設が配置される

ことで、いわゆる類似施設の重複や二重

投資といった公共投資の無駄を回避する

ことができる。  

・合併前には各市町村で計画されてい

た野球場、競技場、文化ホールなどの

施設が、合併後それぞれグレードをア

ップして１ずつ整備できた。  

４．行財政の効

率化  

○ 三役や議員などの総数が減少し、行政

の管理部門の合理化が図られることで、

財政効率性が高まる。  

・総務、企画等の管理部門が統合された

ことで、その余剰人員や経費を事業担

当部門や新規サービスに振り向けるこ

とができるようになった。 

・三役や議員定数が削減されたことで、

人件費の節減につながった。 

・（必置の）委員会・審議会委員、事務局

職員の総数が減少したため、その分経

費削減につながった。  

○ 合併により規模・能力が向上することで

県内の存在感が高まり、地域のイメージア

ップや知名度の向上につながる。  

・中核市、特例市、市に移行することが

できた。 

・百貨店、ホテルなどの都市型産業や民

間企業の立地が進んだ。 

・各種娯楽施設や文化施設が立地し、

余暇活動や文化活動が活発になった。 

○  地域の総合力がアップする。 ・都市的な機能が集積する一方で農林

漁業や豊かな自然環境に恵まれた地

域を有することで、多様な地域資源を

確保できるようになった。  

５．地域のイメ

ージアップと

総合的な活

力の強化  

○  政治力や対外交渉力が強まる。 ・全国市長会や中核市連絡会などに加

入し、全国の同格都市とのネットワーク

化を図ることができるようになった。 

・国庫補助や県補助の採択順位が上が

った。  
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○  住民税の均等割が上がる。 → 個人住民税の均等割は、人口５～50 万の場合年

額 2,500 円、５万人未満の市町村の場合年額 2,000

円であるが、合併市町村の住民負担に公平性を欠く

と認められる場合には、合併後３年度の間は不均一

の課税を行うことができる。  

○ 行政区域の拡大により、従

来受けていた役場ごとのきめ

細かな行政サービスが受けら

れなくなる。  

→ 市町村の規模が違っても行政が行うべきサービス

に違いはないが、役場が遠くなるなどの懸念に対し

ては、旧役場を支所・出張所として機能させることに

より、地域に身近なサービスについて一定の対応が

可能である。  
 

○ 行政区域が拡大する一方で

職員数、各種施設などが合理

化されるので、行政サービス

の水準が低下する懸念があ

る。  

→ 住民ニーズがより高いものに資源を重点配分する

等の方法により、合併市町村の行政サービスが向上

するよう、「市町村建設計画」を策定する場である合

併協議会において行政水準の調整を十分に図る。

また、専門分野の集約により合理化、充実化が図れ

るので、より高度な行政サービスを提供することも可

能となる。 

  

○ 合併により中心地から遠くな

ると、地域が寂れてしまう懸念

がある。  

→ 「市町村建設計画」において地域振興のビジョンを

明確化し、「合併特例債」の活用などにより計画的な

施設整備やイベントなどのソフト事業を行うことで、地

域性を活かした活性化が図れる（表(1)・表(2)） 

→ 旧市町村の単位で「地域審議会」(表(3))を設置し

たり、定期的に地域懇談会等を開催し、地域の意向

をきめ細かに施策に反映させていくことで一定の対

応が可能である。  

○ 旧市町村の歴史、文化、伝

統といった特徴や個性が失わ

れることへの不安がある。  

→ 「市町村建設計画」において、各地域の特徴を生

かしたゾーニングを行い、「合併特例債」等を活用し

て、地域の特徴や個性を引き出す事業を行うことに

より、一定の対応が可能である。また、合併による豊

富な人材を活用し地域のリーダーを育成していくこと

もできる。  

２ ．まちづくり

○ 住民にとって強い愛着のあ

る名称が消えてしまうことへの

不安・抵抗が想定される。  

→ 旧市町村の名称を市町村内の町・字名や学校など

の公共施設の名称として残すことができる。また、

「合併特例債」等を活用して、地域の一体性や地域

住民の連帯感を確保する事業を重点的に行い、

人々の生活のなかに名称を残していくことができる。 
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 細かに反映させていくことで一定の対応が可能であ

る。 

→ ＣＡＴＶやインターネットを活用して双方向型の情

報ネットワークを構築することで一定の対応が可能で

ある。  

○ 旧市町村の一般職の身分は

保障されるため（特例法９

条）、人員の削減が容易に進

まない（退職による自然減を

待たねばならない）。  

→ 県から様々な権限の移譲を受けたり、専門組織の

拡充等による新たなニーズへの対応を図ることによ

り、合併による規模・能力の強化にふさわしい体制づ

くりを進めることで、人員を有効に活用し、一定の対

応をすることができる。  

○ 旧市町村の行政区域に対

応して支所や出張所をおいた

り「市町村建設計画」でさまざ

まな事業を盛り込むと、場合

によっては事務効率が低下し

たり経費削減効果につながら

ない懸念がある。  

→ 「市町村建設計画」の策定段階に住民の参画を図

り、将来ビジョンを見据えながら社会資本整備や行

政水準、事務効率等を検討することで一定の対応が

可能である。  

○ 行政文書の移管、役所の整

理統合、コンピュータシステム

の統一、名称変更など、合併

にともない多額の経費がかか

る。  

→ 合併直後に必要となる以下の経常経費について

は、次の事項について「合併直後の臨時的経費に

対する財政措置」が適用されることにより、一定の対

応が可能である。 

(1) 行政の一体化（基本構想の策定・改訂、コンピュ

ータ・システムの統一、ネットワークの整備等） 

(2) 行政水準・住民負担水準の格差是正（住民サー

ビスの水準の調整等）   

○ 合併後、一定期間は地方交

付税が保証されるが、その後

は交付額が減額となる。  

→ 「地方交付税の額の算定の特例」（合併算定替）の

適用は、合併による地方交付税の急激な落ち込み

を緩和し、合併後の市町村の円滑な運営を確保す

るため、合併実施年度を含む 10 年度について合併

前の旧市町村の合算額を交付し、11 年度目～15 年

度目の間に段階的に縮減するもの（16 年度目以降

から通常の算定方法となる。）である。 

 地方交付税が減額されるのは、一般に規模が大き

くなると行政効率が良くなるため、必要とされる経費

が削減されるからであり、少ない経費で合併前と同

等の仕事ができるようになるということである。  

４．行財政の

効率化と

行政組織  

○ 財政力に格差のある市町村

が合併した場合、豊かな財政

→ 「市町村建設計画」の策定段階に住民の参画を図

り、将来ビジョンを明らかにした上で、「合併特例債」
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力を有する団体の住民に不

満が残る。  

等を積極的に活用し、地域バランスに配慮して新し

いまちづくりを進めることで、一定の対応が可能であ

る。  

○ 一般職の管理職昇進や特

別職等の選出を旧市町のバラ

ンスに配慮して選考しなけれ

ばならなくなる。  

→ 人事や昇進等については、旧市町村の単位に縛

られないよう十分に留意し、合併市町村の行財政運

営においては住民参加や情報公開等を積極的に推

進して行政の透明性や応答性を高めていくことで対

応することができる。  

 

○ 首長の権限が増大し、権力

が一極集中化する懸念があ

る。  

→ 各行政分野において専任の組織・職員を置き、専

門性の高い組織で行政運営を行うことで、長からの

権限の委任を進め、組織として適正な権限配分を行

うことができる。  
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(9)-２A 鳥羽市 浜島町 大王町 志摩町 阿児町 磯部町 89,841 287.45 地域振興型 

(9)-２B 浜島町 大王町 志摩町 阿児町 磯部町 63,035 179.62 地域振興型 

(10) 伊勢市 玉城町 二見町 小俣町 南勢町 南島町 大

宮町 紀勢町 御薗村 大内山村 度会町 

192,388 860.84 拠点都市形成型

(11) 上野市 名張市 伊賀町 島ケ原村 阿山町 大山田村

青山町 

181,348 687.93 自立都市形成型

(12) 尾鷲市 紀伊長島町 海山町 47,736 449.94 地域振興型 

(13) 熊野市 御浜町 紀宝町 紀和町 鵜殿村 46,902 541.57 地域振興型 
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進に努める。  

イ 市町村合併に関する相談窓口の設置  

 県民からの市町村合併に関する各種の相談対応や情報提供を行う相談窓口を各県民

局に開設する。  

ウ 市町村合併に関する調査検討への支援  

 市町村等が、合併について調査・検討を行う場合には、県は、必要な助言、可能な限り

の情報提供などを行い、積極的に参画するとともに、広域行政体制整備事業として、必

要な経費に対し財政的な支援を行う。  

エ 合併協議会等への支援  

 任意の合併協議会や法定協議会等に対し、各種の情報提供を行い積極的に参画し、

合併に関する検討に際しての技術的・財政的支援等を行う。  

オ 合併支援に向けた体制づくり  

 県の関係部局間の密接な連携・協力の下、市町村や各地域に対する総合的な支援が

できるよう体制を整備していく。  

  [2] 合併後の市町村に対する支援  

ア 合併市町村に対する財政支援  

 合併に伴い発生する緊急の財政需要について合併市町村の負担を軽減するとともに、

合併後の一体的なまちづくり等を支援するための財政支援策を検討する。  

イ 市町村建設計画を達成するための事業の実施  

 市町村建設計画に掲げられた県事業を重点的に実施するとともに、補助金の優先採択

など市町村事業に対する財政的な支援を行う。  

 また、都市基盤整備にあたっては、部局間の緊密な連携の下で重点的に支援を行うな

ど、あらゆる行政分野において合併市町村の建設が円滑に推進されるよう配慮する。  

ウ 合併市町村への権限移譲  

 一定の人口規模を有する市町村に権限を包括的に移譲することが、地方分権の推進

に資すると考えられることから、地方自治法第２５２条の１７の２に基づく条例による事務処

理の特例制度を積極的に活用し、県から合併市町村への事務権限の移譲を行ってい

く。  

 また、事務権限の移譲にあたっては、県と市町村の役割分担を見直し、地方分権時代

にふさわしい新しい関係が構築できるよう、地域機関をはじめとする県の組織体制のあり

方について併せて検討していく。  

エ 圏域設定の見直し  

 県の各種広域計画における区域や、県の地域機関の所管区域等について、必要に応

じ適切な措置を講じる。  

 

（３）市町村に期待される役割  

  [1] 市町村合併についての検討  

 市町村合併は、地域において十分な議論を尽くした上で、客観的な判断に基づいてそ 
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の是非を判断すべきものであることから、合併の検討にあたっては、関係する市町村、市

町村議会、地域住民等が、研究会を設置するなどの方法により、自主的・主体的に様々

な観点から検討を進めることが望まれる。  

  [2] 住民とのコラボレーション（協働）  

 市町村合併の検討にあたっては、関係市町村と地域住民が、様々な情報や合併に対

する認識を常に共有しつつ、コラボレーション（協働）により進めていくことが重要であるこ

とから、関係市町村は合併に関する情報や検討状況について、随時情報提供を行うとと

もに、地区単位の検討会や懇談会を開催するなど、住民の意向が反映できるような住民

参加のしくみづくりが望まれる。  

（４）コミュニティに期待される役割  

 地域の声をきめ細かく行政に反映させたり、住民と行政がコラボレーションで新しいまち

づくりを考えていくためには、コミュニティ組織の活用・活性化が重要である。コミュニティ

組織は、住民と行政の繋ぎ役としてその役割を果たすだけでなく、中長期的な視点に立

って、自ら地域全体のあり方について検討していくことが求められる。そして、その結果と

して、合併により市町村が広域化された場合には、コミュニティには住民の直接参加によ

る狭域的な自治組織としての新しい役割を担うことが期待される。 
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